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平成２８年第１１回志木市農業委員会総会日程 

 

平成２８年１０月２６日（水）午後４時００分 

 

 

第１  開会 

第２  議事録署名委員の指名 

第３  議案 

     （１）議案第１７号  引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

第４  諸報告（農業委員会会長専決規定含む） 

     （１）報告第２０号  農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出に係る 

受理の決定について 

     （２）報告第２１号  農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出に係る 

受理の決定について 

     （３）報告第２２号  秋ヶ瀬運動公園土地購入について 

第５  協議事項 

     （１）次回総会の日程について 

     （２）その他 

第６  閉会 
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《議事録平成２８年第１１回》 

         志木市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２８年１０月２６日（水）午後３時５１分から午後４時４８分 

 

２．開催場所 志木市役所 ４階 全員協議会室 

 

３．出席委員（１２人） 

   会  長     １３番  田中 滿男 

職務代理      ３番    金子 幸一 

委  員           ２番  大島 廣明 

４番    山中 榮太郎 

５番    市之瀬 滋 

６番    鈴木 重光 

７番    小山 武英 

８番  抜井 和彦 

９番  綱島 稔 

１０番    清水 和雄 

１１番  志村 晃 

１２番  内田 祐治 

 

４．欠席委員（１人） 

１番  矢部 幸雄 

 

５．議事日程 

  第１ 開会 

 

  第２ 議事録署名委員の指名 

 

  第３ 議案第１７号 引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

 

  第４ 報告第２０号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出について 

     報告第２１号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について 

     報告第２２号 秋ヶ瀬運動公園土地購入について 

 

６．農業委員会事務局職員 

   事務局長  八木 征利 

      書  記  小山 貴行 
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７．会議の概要 

○八木事務局長 

定刻前ですが皆さんお揃いですので、平成２８年第１１回農業委員会総会を開会いたします。 

本日の出席委員は１３人中１２人ですので、志木市農業委員会会議規則第６条の規定に基づ 

いた定数に達しておりますので、総会は成立しております。それでは議事進行を会長にお願い 

いたします。 

 

○田中会長 

皆様、こんにちは。それでは、あらためまして平成２８年第１１回志木市農業委員会総会と 

いうことで、ご通知申しあげましたところ、お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとう 

ございます。 

   ２、３日前は少し肌寒く、本日は、夏日と言いますか気温が２５度を超えまして服装も１枚 

少なくいられるのかなという寒暖の差が大きく、不陽気な時期となっております。秋もまった 

だ中となり、農業委員の皆様にご協力いただいたコスモスも満開となりました。春には耕耘、 

種蒔き、夏には暑い中、草刈りを行なっていただき、きれいな花を咲かせることができました 

ことは、皆様のご協力の賜物であります。改めて御礼申し上げます。市民の方も写真を撮りに 

来たりするなど楽しみにしていると聞いております。 

 報告ですが、１０月１１日、市民まつり実行委員会に金子職務代理と共に出席いたしました。 

同月１２日、産業祭実行委員会に担当委員である金子職務代理、矢部委員、大島委員、山中委 

員と共に出席し、品評会の農産物出品について、各支部長さんへお願いしました。同月１８日、 

市町村農業委員会会長事務局長会議に八木事務局長と共に出席いたしました。同月２２日、市 

政功労者表彰式典に出席いたしました。 

 それでは、議事に入ります。 

 

 ○田中会長 

  議事日程第２の議事録署名委員の指名ですが、私から指名させていただいてご異議ございま 

せんか。 

  

   （異議なしとの声あり） 

 

○田中会長 

  ご異議なしと認め、３番 金子幸一委員、４番 山中榮太郎委員にお願いいたします。 

併せて、書記として農業委員会事務局書記の小山主事を指名いたします。 

   それでは、日程第３の議案に入ります。 

（１）議案第１７号『引き続き農業経営を行っている旨の証明』について 

以上、上程いたします。事務局、朗読をお願いいたします。 

 

 ○八木事務局長 

   議案第１７号、引き続き農業経営を行っている旨の証明について。 

   受付番号２６番。受付年月日、平成２８年９月１２日。申請者、志木市下宗岡■■■■■■

■、■■■■。申請農地、下宗岡■丁目■■■■■■他７筆。面積、合計９，７８４平方メー

トル。確認委員、清水和雄委員でございます。 

   受付番号２７番。受付年月日、平成２８年９月１４日。申請者、志木市上宗岡■■■■■■
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■、■■■■。申請農地、上宗岡■丁目■■■■■■他１筆。面積、合計１，１０１．２６平

方メートル。確認委員、志村晃委員でございます。 

受付番号２８番。受付年月日、平成２８年９月２６日。申請者、志木市上宗岡■■■■■■

■、■■■■。申請農地、上宗岡■丁目■■■■■■他４筆。面積、合計１，６２４．８７平

方メートル。確認委員、志村晃委員でございます。 

   以上です。 

 

 ○田中会長 

   議案第１７号受付番号２６番について、事務局から説明を求めます。 

 

 ○事務局 小山主事 

   本案件は、相続税の納税猶予の特例の適用を継続して受けるに当たって、申請者が適用を受 

ける農地等に係る農業経営を引き続き行っているかどうかの証明を農業委員会に求めるもので 

す。相続税の納税猶予の特例の適用を継続して受けるには、租税特別措置法第７０条の６第３ 

２項により、納税の猶予に係る期限が確定する日までの間、３年を経過するごとに納税地の所 

管税務署に届け出ることとなっており、本証明は、その継続届出の際の添付書類となります。 

申請人及び農地の状況につきましては、清水委員にご同行いただいて確認してまいりました。 

この後、清水委員よりご説明がございます。 

 以上です。 

 

 ○田中会長 

   それでは、議案第１７号受付番号２６番について、清水和雄委員の説明、報告を求めます。 

 

 ○１０番 清水委員 

  会長の指名がありましたので、議案第１７号受付番号２６番について、説明、報告を行いま 

す。本案件は、申請人である■■■■氏が相続税の納税猶予の特例の適用を継続して受けるに 

当たって、適用を受ける農地において、農業経営を引き続き行っているかどうかの証明を求め 

ているものであります。 

申請地■■■■■■、■■■■■■、■■■■■■、■■■■■■については、７ページを 

お開きください。市役所から県道を浦和方面へ進み、■■■■■■の信号手前を右折、７７０ 

メートル進み、■■■■■■■■の交差点を直進、７０メートル進んだ左側２筆と右側が申請 

地となります。申請地■■■■■■、■■■■■■、■■■■、■■■■■■については、８ 

ページをお開きください。市役所から県道を浦和方面へ進み、■■■■■■の交差点を右折、 

４５０メートル進み、■■■■■■の交差点を直進、道なりに２３０メートル進み、■■■■ 

■■■の交差点を直進、１９０メートル進んだ左側４筆が申請地となります。 

事務局と同行して、申請農地である下宗岡■丁目■■■■■■他７筆の現地を確認したとこ 

ろ、■■■■■■、■■■■■■では、ネギ、大根、大豆等の野菜、果樹が栽培されており、 

■■■■■■他５筆では、現在は耕耘後となっておりますが、秋まで水稲が栽培されており、 

適正に管理されておりました。また、申請者である■■■■氏は、引き続いて農業経営を行っ 

ており、引き続き農業経営を行っている旨の証明を行うことについて、何ら問題ないことを報 
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告します。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

 

 ○田中会長 

   議案第１７号受付番号２６番について質疑のある方の挙手を求めます。 

 

   （なしとの声あり） 

 

 ○田中会長 

   質問、意見等がないようです。 

質疑を打ち切り、採決を行ないます。 

本議案、引き続き農業経営を行っていることを証明することについて、賛成の方の挙手を求 

  めます。 

 

（賛成の委員、挙手） 

 

 ○田中会長 

全員賛成ですので、議案第１７号受付番号２６番は、可決されました。 

続きまして、議案第１７号受付番号２７番について、事務局から説明を求めます。 

 

 ○事務局 小山主事 

   本案件につきましても、引き続き農業経営を行っている旨の証明です。証明の内容につきま 

しては、先ほど議案第１７号受付番号２６番で申し上げたとおりです。 

申請人及び農地の状況につきましては、志村委員にご同行いただいて確認してまいりました。 

この後、志村委員よりご説明がございます。 

 以上です。 

 

 ○田中会長 

   それでは、議案第１７号受付番号２７番について、志村晃委員の説明、報告を求めます。 

 

 ○１１番 志村委員 

  会長の指名がありましたので、議案第１７号受付番号２７番について、説明、報告を行いま 

す。本案件は、申請人である■■■■氏が相続税の納税猶予の特例の適用を継続して受けるに 

当たって、適用を受ける農地において、農業経営を引き続き行っているかどうかの証明を求め 

ているものであります。 

申請地■■■、■■■については、９ページをお開きください。市役所から県道を浦和方面 

へ進み、■■■■■■のところを左折、道なりに３３０メートル進み、■■■■■■■■■を 

斜め左に左折、■■■■、■■■■■を左手に見ながら６１０メートル進み、■■■■を右折、 

７５メートル進み、■■■■■■■■■■のところを左折、道なりに１９０メートル進み、右 

折、７０メートル進んだ左側２筆が申請地となります。 
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事務局と同行して、申請農地である上宗岡■丁目■■■他１筆の現地を確認したところ、現 

在は耕耘後となっておりますが、秋まで水稲が栽培されており、適正に管理されておりました。

また、申請者である■■■■氏は、引き続いて農業経営を行っており、引き続き農業経営を行

っている旨の証明を行うことについて、何ら問題ないことを報告します。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

 

 ○田中会長 

   議案第１７号受付番号２７番について質疑のある方の挙手を求めます。 

 

   （なしとの声あり） 

 

 ○田中会長 

   質問、意見等がないようです。 

質疑を打ち切り、採決を行ないます。 

本議案、引き続き農業経営を行っていることを証明することについて、賛成の方の挙手を求 

  めます。 

 

（賛成の委員、挙手） 

 

 ○田中会長 

全員賛成ですので、議案第１７号受付番号２７番は、可決されました。 

続きまして、議案第１７号受付番号２８番について、事務局から説明を求めます。 

 

 ○事務局 小山主事 

   本案件につきましても、引き続き農業経営を行っている旨の証明です。証明の内容につきま 

しては、先ほど議案第１７号受付番号２６番で申し上げたとおりです。 

申請人及び農地の状況につきましては、志村委員にご同行いただいて確認してまいりました。 

この後、志村委員よりご説明がございます。 

 以上です。 

 

  ○田中会長 

   それでは、議案第１７号受付番号２８番について、志村晃委員の説明、報告を求めます。 

 

 ○１１番 志村委員 

  会長の指名がありましたので、議案第１７号受付番号２８番について、説明、報告を行いま 

す。本案件は、申請人である■■■■氏が相続税の納税猶予の特例の適用を継続して受けるに 

当たって、適用を受ける農地において、農業経営を引き続き行っているかどうかの証明を求め 

ているものであります。 

申請地は、１０ページをお開きください。市役所から県道を浦和方面へ進み、■■■■■■ 

の交差点を左折、１キロメートル進み、■■■■■■の交差点を右折、１２０メートル進み、 
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■■■■■■のところを右折、３８メートル進んだ左側４筆と右側１筆が申請地となります。 

事務局と同行して、申請農地である上宗岡■丁目■■■■■■他４筆の現地を確認したところ、 

■■■■■では、白菜、大根等の野菜が栽培されており、■■■■■、■■■■■、■■■■ 

■、■■■■■では、現在は耕耘後となっておりますが、秋まで水稲が栽培されており、■■ 

■■■の一部では、キャベツ、里芋等の野菜も栽培されており、適正に管理されておりました。 

また、申請者である■■■■氏は、引き続いて農業経営を行っており、引き続き農業経営を行 

っている旨の証明を行うことについて、何ら問題ないことを報告します。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

 

 ○田中会長 

   議案第１７号受付番号２８番について質疑のある方の挙手を求めます。 

 

   （なしとの声あり） 

 

 ○田中会長 

   質問、意見等がないようです。 

質疑を打ち切り、採決を行ないます。 

本議案、引き続き農業経営を行っていることを証明することについて、賛成の方の挙手を求 

  めます。 

 

（賛成の委員、挙手） 

 

 ○田中会長 

全員賛成ですので、議案第１７号受付番号２８番は、可決されました。 

日程第４の諸報告に入ります。 

（１）報告第２０号『農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出について』 

（２）報告第２１号『農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出について』 

いずれも専決したものでございます。 

事務局、朗読をお願いいたします。 

 

（事務局朗読） 

 

      （各委員から現地の状況について報告） 

 

 ○田中会長 

  ただいまの報告第２０号・２１号について、質問等がございましたらお願いいたします。 

 

   （なしとの声あり） 
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 ○田中会長 

  質問等がないようです。これらは報告案件でございますので、次に進ませていただきます。 

  続きまして、 

  （３）報告第２２号『秋ヶ瀬運動公園土地購入について』 

  事務局から説明を求めます。 

 

○事務局 小山主事 

  報告第２２号『秋ヶ瀬運動公園土地購入について』ご説明申し上げます。資料５ページをお 

開きください。 

  本報告案件は、生涯学習課より報告があったものでございまして、平成２８年度秋ヶ瀬運動 

公園土地取得事業により、８月１日付で志木市が農地、その他土地を取得したものでございま 

す。詳細は、６ページをご確認いただければと存じますが、本事業により取得した土地は、１ 

４筆、合計面積１０，９６２．５６平方メートル、内取得農地は、志木市大字宗岡字菖蒲沼■ 

■■■番■他１１筆、合計面積９，９０５．５６平方メートルでございます。 

 以上です。 

 

 ○田中会長 

  ただいまの報告第２２号について、質問等がございましたらお願いいたします。 

  小山武英委員。 

 

 ○７番 小山委員 

   ここは、現在、グラウンドとして使われているところですよね。 

 

 ○事務局 小山主事 

   ご指摘のとおり、秋ヶ瀬運動公園土地取得事業により購入された全ての土地につきまして、 

現在、グラウンドとして使用しているところでございまして、購入前は賃借していたものでご 

ざいます。また、生涯学習課からの説明では、秋ヶ瀬運動公園土地取得事業は、来年度が最終 

年度であり、それをもって全てのグラウンドが志木市の所有となるとのことです。 

 

 ○田中会長 

   小山武英委員、よろしいでしょうか。 

 

 ○７番 小山委員 

   はい。 

 

 ○田中会長 

   ほかに質疑はございませんか。 

   鈴木重光委員。 
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 ○６番 鈴木委員 

   グラウンドの拡張等はないということでよろしいでしょうか。 

 

 ○事務局 小山主事 

   拡張等はございません。 

 

 ○田中会長 

   鈴木重光委員、よろしいでしょうか。 

 

 ○６番 鈴木委員 

   はい。 

 

 ○田中会長 

   ほかに質疑はございませんか。 

 

   （なしとの声あり） 

 

○田中会長 

  質問等がないようです。報告案件でございますので、次に進ませていただきます。 

  続きまして、協議事項に入ります。 

   （１）『次回総会日程について』でございますが、１１月２８日月曜日、午後２時、市役所 

  ４階全員協議会室を予定しております。よろしいでしょうか。 

 

   （異議なしとの声あり） 

 

 ○田中会長 

  それでは、１１月２８日月曜日、午後２時、市役所４階全員協議会室ということでよろしく 

 お願いいたします。 

   続きまして、（２）『その他』ということで何かありましたらどうぞ。 

 

   （なしとの声あり） 

 

   委員さんの方から特に何もないようなので、事務局から事務連絡をお願いいたします。 

 

 ○事務局 小山主事 

   それでは、事務局から事務連絡をさせていただきます。 

   本日は、３点、事務連絡がございます。 

   １点目は、都市計画課より提出されております生産緑地買取りの斡旋についてでございます。 

  お手元に配布させていただいた資料をご覧ください。 

   生産緑地買取りの斡旋につきましては、生産緑地法第１０条の規定に基づき、買取り申出が 
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ございましたが、市では買取ることができなかったことから、生産緑地法第１３条の規定に基 

づき、農業従事者へ斡旋を行うものでございます。 

今回、斡旋を行う生産緑地地区は１カ所でございまして、所在、地目、地積、申出人、買取 

り希望額については、資料に記載されている通りでございます。買取り希望があるか、担当地 

区の農業従事者にご確認ください。買取り希望の有無を次回の農業委員会総会時にお聞きいた 

しますので、よろしくお願いいたします。 

２点目は、都市計画審議委員の推薦についてでございます。 

都市計画審議委員の任期満了に伴いまして、志木市長より平成２８年１０月２０日付志都第２ 

３５号にて、志木市都市計画審議会委員１名の推薦依頼がありました。任期は、平成３０年１ 

０月３１日までとなっておりまして、現在、田中会長に努めていただいております。つきまし 

ては、農林漁業の分野に精通した委員として農業委員会より推薦いただきたいとのことでござ 

いますので、ご協議、よろしくお願いいたします。 

 

 ○田中会長 

   事務局より都市計画審議委員の推薦について説明がありましたが、どなたかやりたい方がい 

らっしゃればお願いします。 

 

 ○４番 山中委員 

   会長の留任で良いのではないでしょうか。 

 

 ○田中会長 

   留任との意見をいただきましたが、やりたい方、異議のある方はいらっしゃいませんか。 

 

   （異議なしとの声あり） 

 

 ○田中会長 

   それでは、私がやらさせていただきます。 

   よろしくお願いいたします。 

 

 ○事務局 小山主事 

   ご協議、ありがとうございました。 

   都市計画審議委員には、田中会長を推薦いたします。 

   続きまして、３点目は、市民まつり・農産物品評会のスケジュール等についてでございます。 

お手元に配布させていただいた資料をご覧ください。 

   １１月２６日土曜日、市民まつり前日でございますが、８時３０分に市民会館、ホール棟と 

管理棟の間にご集合ください。お車につきましては、市民会館第２駐車場が使用できますので、 

そちらをご利用ください。駐車場は、８時まで閉鎖されておりますので、８時過ぎに来場いた 

だきますようお願いいたします。２６日は、農産物品評会の準備となってございまして、農産 

物の受付、陳列作業を行います。９時に各支部長が出品される農産物を持って来場されますの 

で、各担当に分かれまして作業を進めていただきます。各担当につきましては、資料の３ペー 
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ジをお開きください。受付の番号貼付につきましては志村委員。同じく受付の番号記入につき 

ましては鈴木委員。会場への搬入につきましては矢部委員、山中委員、清水委員、綱島委員。 

会場内の陳列につきましては金子委員、大島委員、内田委員。不備対応につきましては小山委 

員、市之瀬委員にそれぞれお願いいたします。各作業につきましては、農協理事、各支部長、 

事務局職員と協力して進めます。作業の終了は、１０時３０分頃を予定しております。 

続いて、農業委員会で市民まつり当日に販売する野菜、じゃがいも、玉ねぎの袋詰め作業を 

行いまして、お昼頃になるかと思いますが、前日の作業は終了となります。 

翌１１月２７日日曜日、市民まつり当日につきましては、２ページをお開きください。８時 

２０分に市民会館管理棟の玄関にご集合いただきまして、８時３０分より品評会に出品されま 

した農産物に値段をつけていただきます。参考としまして、昨年度の値段表を用意いたします 

ので、農業委員皆様でご相談の上、作業を行っていただければと思います。開会式終了後、品 

評会会場と野菜の即売会場とに分かれていただきまして、品評会会場の案内等と野菜の即売を 

行います。休憩や食事につきましては、適宜、交代で取っていただければと思います。また、 

委員の中には所属している団体が市民まつりに参加している場合もあるかと思いますが、そち 

らに行かれる場合は、交代で対応いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

午後につきましては、品評会会場で出品農産物の販売を行います。矢部委員、鈴木委員には、 

農協の職員とともに会計をお願いします。その他の委員につきましては、販売した野菜の袋詰 

め等、販売のお手伝いをお願いいたします。もし、即売会場の方が終了していない場合には、 

品評会販売会場と即売会場とに分かれまして、行っていただければと思います。 

お忙しい中、大変恐縮ではございますが、２日間、ご協力を賜りますようお願いいたします。 

   以上でございます。 

 

 ○田中会長 

   市民まつりの担当につきまして、私と事務局とで決めさせていただきました。ご都合等もあ 

ろうかと思いますが、ご理解、ご協力いただければと思います。 

   以上をもちまして、平成２８年第１１回農業委員会総会を閉会いたします。 

慎重審議ありがとうございました。 
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議 事 録 署 名 簿 

 

 上記は会議の内容を記載したものであるが、その内容の相違ないことを証するため、ここに署名

押印する。 

 

 

 平成２８年１１月２８日 

 

 

志木市農業委員会議長  田中 滿男 

 

 

３ 番委員  金子 幸一 

 

 

４ 番委員  山中 榮太郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


